
 

 

別紙１ 

○ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方（平成１３年国総動第３号）新旧対照条文 

                                                       （傍線の部分は改正部分） 

 

改    正    案 

 

        

現         行 

 

第３５条第１項第６号関係 

１～７ （略）  

８ 管理が委託されている場合について（規則第１６条の２第８号関係） 

規則第１６条の２第８号においては、管理の委託を受けている者の氏名

及び住所を説明すべき事項としているが、管理を受託している者が、マン

ションの管理の適正化の推進に関する法律第４４条の登録を受けている

者である場合には、重要事項説明書に氏名（法人にあっては、その商号又

は名称）とその者の登録番号、及び住所（法人にあっては、その主たる事

務所の所在地）を記載し、その旨説明することとする。 

また、管理の委託先のほか、マンション管理業者が受託する管理事務の

内容等の管理受託契約の主たる内容もあわせて説明することが望ましい。 

９ 管理業者管理者方式について（規則第１６条の２第９号関係） 

規則第１６条の２第９号においては、マンションにおいて管理業者管理

者方式を採用している場合に、その旨を説明すべき事項としているが、説

明を行うにあたっては、マンション管理業者が受託する管理者事務の内容

等の管理者受託契約の主たる内容もあわせて説明することが望ましい。 

１０  マンション修繕の過去の実施状況について（規則第１６条の２第

１０号関係） 

  規則第１６条の２第１０号の維持修繕は、第６号と同様に共用部分にお

ける大規模修繕、計画修繕を想定しているが、通常の維持修繕や専有部分

第３５条第１項第６号関係 

１～７ （略）  

８ 管理が委託されている場合について（規則第１６条の２第８号関係） 

規則第１６条の２第８号においては、管理の委託を受けている者の氏名

及び住所を説明すべき事項としているが、管理を受託している者が、マン

ションの管理の適正化の推進に関する法律第４４条の登録を受けている

者である場合には、重要事項説明書に氏名（法人にあっては、その商号又

は名称）とその者の登録番号、及び住所（法人にあっては、その主たる事

務所の所在地）を記載し、その旨説明することとする。 

また、管理の委託先のほか、管理受託契約の主たる内容もあわせて説明

することが望ましい。 

（新設） 

 

 

 

 

９  マンション修繕の過去の実施状況について（規則第１６条の２第９

号関係） 

  規則第１６条の２第９号の維持修繕は、第６号と同様に共用部分におけ

る大規模修繕、計画修繕を想定しているが、通常の維持修繕や専有部分の
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の維持修繕を排除するものではない。専有部分に係る維持修繕の実施状況

の記録が存在する場合は、売買等の対象となる専有部分に係る記録につい

てのみ説明すれば足りるものとする。 

 また、本説明義務は、維持修繕の実施状況の記録が保存されている場合

に限って課されるものであり、管理組合、マンション管理業者又は売主に

当該記録の有無を照会の上、存在しないことが確認された場合は、その照

会をもって調査義務を果たしたことになる。 

１１ 規約等の内容の記載及びその説明について 

 （略） 

１２ 数棟の建物の共有に属する土地について 

 （略） 

維持修繕を排除するものではない。専有部分に係る維持修繕の実施状況の

記録が存在する場合は、売買等の対象となる専有部分に係る記録について

のみ説明すれば足りるものとする。 

 また、本説明義務は、維持修繕の実施状況の記録が保存されている場合

に限って課されるものであり、管理組合、マンション管理業者又は売主に

当該記録の有無を照会の上、存在しないことが確認された場合は、その照

会をもって調査義務を果たしたことになる。 

１０ 規約等の内容の記載及びその説明について 

 （略） 

１１ 数棟の建物の共有に属する土地について 

 （略） 

 


